
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

  

共同実施だより 第１号   

R２．６．３０ 

発行 手引き・服務グループ 

  

感謝、そして補正予算 

                                周防大島町教育委員会 教育長 西川 敏之  

   全国一斉の休業要請を受け、3 月 2 日から 3 月 26 日までの学校休業。4 月 8 日からの学

校再開後も県からの休業要請を受け、4 月 17 日から 5 月 6 日まで学校休業、そして 5 月 24

日まで休業延長。5月14日の山口県緊急事態宣言解除を受け、学校再開を5月 18日に前倒し、

25 日からは給食も再開。この間、教職員の皆様には、休業中の児童・生徒へのきめ細やかなご

指導・ご支援、学校再開に向けての環境整備、教育課程の組み替え等、学校再開後は児童・生徒

の健康管理・心のケア・学習指導等、大変お世話になりました。誠にありがとうございます 

 また、休業中は毎日、児童・生徒が家庭にいる状態が続いており、保護者の方々のご負担も多

かったと拝察します。保護者の皆様への感謝の気持ちも込めて、例えば 

 ①町子育て応援給付金－中学生以下の子どもたち一人につき2万円給付（第1次補正） 

 ②小中学校給食費無償化－5月～12月までの8か月間の給食費無償化 （第2次補正） 

等の補正予算を編成・提案し、町議会でご議決（第1次5月 6日・第2次6月 9日）をいただ

きました。本予算（3 月議会へ提案・採決）だけでなく、今回の新型コロナウイルス対策のよう

に、緊急性を考慮して補正予算を組むこともあります。 

  事務の先生方には、財務のプロとして校長先生を補佐し、学校教育目標達成のため予算案づく

りや予算執行、本年度の決算や成果を踏まえての次年度予算案づくり等に大いに力を発揮してい

ただきたいと願っています。本年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

事務職員に求められること 

拠点校校長 周防大島町立大島中学校長 福江 功至  

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町内の小中学校でも新年度が始まってすぐに臨時

の休業措置がとられましたが、ようやく学校再開を迎え、子どもたちの声が学校に戻ってきま

した。事務職員の皆さんには、各学校の感染防止のための物品の購入等々、御尽力いただいて

いることと思い、改めてお礼申し上げます。 

 さて、少し古い調査ですが、国が教育委員会に行った調査（国立教育政策研究所「義務教育

諸学校の学校事務職員の職務の明確化・人事・人材育成に関する調査報告書」（2015））では

現在重視する学校事務職員の資質・能力として第１に正確・迅速な事務処理能力が挙げられて

います。一方、今後重視する学校事務職員の資質・能力としては、学校全体を見渡し、問題を

発見し解決する力や、教育委員会、保護者・地域などと渉外・交渉・連携する力などが求めら

れています。学校課題は年々、複雑化・多様化しており、正確・迅速な事務処理能力は勿論の

こと、管理職と連携を図り、学校運営へのより一層の参画が期待されています。今年度も事務

の共同実施の仕組みを生かしながら、事務職員の皆さんの資質・能力の向上が図られるよう御

協力をお願いいたします。 

  また、多くの学校で事務職員は一人の配置です。健康に留意されながら、事務職員の皆さん

がチーム学校の核として活躍されることを願っています。 

 

 

共同実施 HP 

 



 

 

 

今年度より事務の共同実施拠点校が久賀小学校から大島中学校に変更になり、運営責任者

も大島中学校へ異動となりました。 

今年度のグループ会の取組を紹介します。グループ会は、給与・旅費・諸手当の相互審査、

共同実施だよりの作成及びテーマに沿った研究実践を行います。（◎はグル－プ長） 

 

 

 

 

 

 

備品 グループ 
 

・中学校統合に向けて安下庄中学校、東和中学

校の備品の確認 

・理振台帳の活用状況の把握、整備 

・学校統廃合時の事務処理（備品処理）につい

て 

 
◎久賀中学校 久賀小学校 森野小学校 
 油田小学校 城山小学校 東和中学校 
安下庄中学校 

  

・中学校統合に向けて安下庄中学校、東和

中学校の備品の確認 

・理振台帳の活用状況の把握、整備 

・学校統廃合時の事務処理（備品処理）に

ついて 

手引き･服務 グループ 
 

・町会計事務の手引き 会計年度職員（支援員

さん）関係、その他変更点の見直し改訂 

・研究収録 臨時的任用職員の任用・退職にか

かる事務手続きについて 

 
 
◎明新小学校  沖浦小学校  三蒲小学校 
大島中学校  浮島小学校  島中小学校 
安下庄小学校 

 

諸手当認定状況の確認について 
 

７～８月の間に共同実施の中で諸手当の認定状況を確認します。 

住居手当を受給している方は家賃を支払っているか、家賃額に変更はないかな

どを確認するために６月分の家賃の領収書が必要です。   

扶養手当を受給されている方で扶養親族以外の家族に収入がある場合は、給与

所得がある者全員の６月分の給料明細(写)が必要です。 

このほか、必要な書類については事務職員からお知らせがあると思いますので

確認して用意してください。書類は大切に保管して、提出できるようにしておき

ましょう。 

 

セントコア山口宿泊クーポン券 
 

５月下旬、「セントコア山口の上手な使い方（宿泊クーポン券）」 

をお配りしました。県内でのプチ旅行はいかがですか？ 

忙しくてなかなか自分でクーポン券を使う機会のない方は、 

ご家族も使用することができます。 

・２親等以内の親族１人１泊について 5000 円補助（扶養していなくてもよい） 

・有効期間：2020 年 6月 1 日～2021 年 5月 31 日（再発行はできません） 

 

※臨時的任用職員の先生方も、今年の４月から全員共済組合に加入されました。 

この他にも、共済組合では様々な補助事業を実施しています。詳しくは、 

ホームページをご覧ください。https://www.kouritu.or.jp/yamaguchi/ 

周防大島町の事務の共同実施 


